
大和市告示第２５号 

介護保険法（平成９年法律第１２３号）第７８条の５第２項の規定により、次のとおり地域密着

型サービス事業者から事業の廃止の届出があった。 

平成３１年２月１９日 

大和市長 大 木  哲   

 

介 護 保 険 

事業所番号 

事業者の名称 事業所の名称 

サービスの種類 廃止年月日 

事業者の所在地 事業所の所在地 

1970200380 株式会社ケー・アー

ル・ジー 

デイサービスセンタ

ーきぼう 山梨事務

所 

地域密着型通所

介護 

平成３１年３月３１日 

山梨県笛吹市石和町

四日市場２０３１番

地 

山梨県山梨市上神

内川１２６５番地

１ 

 

  


